
就労準備支援事業

その他就労準備支援

居住支援事業

（シェルター事業）

その他緊急支援

居住支援事業

（地域居住支援事業）

その他地域居住支援

家計改善支援事業

その他家計改善支援

子どもの学習・生活支援事業

その他子どもの学習・生活支

援

以下の学習支援事業を実施しています。

対象：①生活保護受給世帯及び就学援助受給世帯等の中学生

　　　②生活保護受給世帯及び児童扶養手当受給世帯等の高校生

会場：①区内8か所　②区内2か所

定員：①16～26名　②30名　（1教室あたり）

利用者数：①157名　②59名

学習内容：国語、数学、英語の主要3教科及び定期試験時には理

科、社会も対応しています。

生活困窮者に対する各種支援の実施状況

自治体名 港区

相談窓口 港区生活・就労支援センター

連絡先 minato107@city.minato.tokyo.jp

就労準備支援事業は、支援対象者の状況に応じて以下の支援を実施

しています。

①生活自立支援訓練

社会参加に必要な生活習慣の形成や回復のための支援を行っていま

す。

②社会自立支援訓練

ボランティア活動等への参加等、社会参加能力の習得を目指しま

す。

③就労自立支援訓練

一般就労に向けた技法や知識の習得及びハローワークの利用方法や

面接の対応法等の訓練を行っています。

路上生活者等への巡回相談や、路上生活者等の一時的な保護及び自

立に向けた支援を実施しています。（東京都と特別区が共同実施し

ている路上生活者対策事業です。）

支援対象者の状況に応じ、以下の支援を実施しています。

①家計収入に関する支援

公的給付の利用支援や過払い債務の返還請求に係る支援等家計収入

に関する支援を行っています。

②支出の適正化の支援

家計表の作成等による支出の適正化への指導を行っています。

自立支援事業終了後に地域生活を継続できるように生活状況の把握

及びアフターケア等を行います。

長期化した路上生活者に対し、一時的な居所を提供して、安定した

居宅生活を送れるように支援を実施しています。（東京都と特別区

が共同実施している路上生活者対策事業です。）
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